
経営体育成支援事業の運用について

２７経営第１８２０号

平成２７年１０月２９日

農林水産省経営局長通知

経営体育成支援事業実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7296号農林水産事務次官

依命通知。以下「実施要綱」という。）第８の規定により実施要綱第３の１の（１）の実

施に関し必要な事項について、別紙のとおり定めたので御了知願いたい。

ただし、本運用については、平成27年度の実施に限り適用するものとする。

なお、貴局管内の都府県知事及び農業信用基金協会には貴職から通知されたい。



別紙

１ 国は、平成27年度の台風第15号による災害により被災した中心経営体等が本事業を活

用して農業経営の改善に必要な施設の復旧等を行う場合には、当該助成対象者の取組に

ついて、都道府県への予算配分に当たって優先的に配分するものとする。

２ １の場合において、実施要綱別記１の規定については次のとおりとする。

（１）実施要綱別記１の第１の３の（１）のウの（イ）のｇについて、「都道府県知事が

事業実施主体に対して行う支援計画の承認以前に本事業以外の国の補助事業を活用し

て着工し、又は整備の完了した機械又は施設を本事業に切り替えて整備するものでは

ないこと。」と読み替えるものとする。

（２）実施要綱別記１の第１の５の（１）のウのその他必要な事項として、台風第15号に

よる気象災害を受けた旨の市町村長からの証明や災害が発生した日以降の取組である

ことなどを別添参考様式１により整理し、支援計画の承認時に添付するものとする。

（３）実施要綱別記１の第１の５の（３）のアに「なお、支援計画の承認前に着工したも

のにあっては、この限りではない。」を加え、同要綱第１の５の（３）のオの「ただ

し、アの交付決定前着工届を提出している場合は、この限りではない。」は、「ただ

し、アの交付決定前着工届を提出し、又は支援計画の承認前に着工した場合にあって

は、この限りではない。」と読み替えるものとする。

（４）実施要綱別記１の第４の１の（１）を以下のとおり読み替えるものとする。

① 事業実施主体ごとの補助率は10分の３以内とし、支援計画に位置付けられた助成

対象者の助成金の額を合計した額を補助するものとする。

② 事業実施主体が助成対象者に交付する助成金の額は、以下のア及びイにより算定

した額を限度とする。

ア 被災した施設等（以下「被災施設等」という。）が農業用ハウスなど園芸施設

共済の加入対象施設である場合は、園芸施設共済への加入が災害対策の基本であ

ることから、被災施設等ごとに以下の（ア）から（エ）までのいずれか低い額を

限度とする。

（ア）被災施設等の再建等に要する全ての経費（以下「被災施設等再建等全経費」

という。）に10分の３を乗じて得た額

（イ）被災施設等再建等全経費からプロジェクト融資の額及び地方の支援措置を控

除して得た額

（ウ）被災施設等再建等全経費のうちプロジェクト融資の額に、当該被災施設等に

係る園芸施設共済の共済金の支払額に２分の１を乗じて得た額を加えた額



（エ）被災施設等再建等全経費に２分の１を乗じて得た額から、被災施設等の原型

復旧に要する経費に被災施設等の経過年数及び施設の種類に該当する時価現有

率（園芸施設共済事務取扱要領（昭和54年３月30日付け54農経Ｂ第871号農林

水産省経済局長通知）別表４の（１）の時価現有率をいう。）並びに10分の４

（園芸施設共済の付保割合の最大値である0.8に２分の１を乗じて得た額）を

乗じて得た額を差し引いて得た額

イ 被災施設等が、畜舎や農業用機械など園芸施設共済の加入対象施設以外のもの

である場合の助成金の額は、当該施設等ごとに以下の（ア）から（ウ）までのい

ずれか低い額を限度とする。

（ア）被災施設等再建等全経費に10分の３を乗じて得た額

（イ）被災施設等再建等全経費からプロジェクト融資の額及び地方の支援措置を控

除した額

（ウ）被災施設等再建等全経費のうちプロジェクト融資の額

３ 実施要綱別記１の別紙様式第１－１号別添２及び別紙様式第１－３号別添１について

は、別添参考様式２及び同参考様式３に置き換えて整理するものとする。



参考様式１

平成　　　年　　　月　　　日

発行団体名：　●都道府県　●市町村

役職・代表者名：　　　　　　　　　　　　印

（注）

No 助成対象者
共済組合への

情報提供
住　　　　所

代表者名
（法人等の場合に記載）

今後の園芸施設共済へ
の加入意向

助成対象者に係る被災証明等

・本事業を実施する中心経営体等の被災状況等について上記に一覧表として取りまとめの上、被災の有無を証明すること。
・「今後の園芸施設共済への加入の有無」欄は、助成対象者が被災した施設等を再建後に園芸施設共済へ加入する意向がある場合は「あり」と、意向
がない場合は「なし」と記載すること。
・「共済組合への情報提供」欄は、農業共済組合が園芸施設共済の説明に伺うため、助成対象者の氏名、住所等を農業共済組合へ提供させていた
だきたいと考えておりますので、助成対象者が情報提供することに同意いただける場合は「同意」と、同意いただけない場合は「不同意」と記載するこ
と。
　なお、「不同意」の場合は、氏名・住所等を提供することができない理由を簡潔に記載すること。
・行が不足する場合には、行を追加して記載すること。

　上記の者は、経営体育成支援事業の運用について（平成27年10月29日付け経営第1820号農林水産省経営局長通知）の別紙の１により優先配分の対象と
なる平成27年度の台風第15号により被害を受けた者であることを証明します。
　また、これらの者に係る復旧等の取組は、当該被害が発生した日以降に着工したものであることを証明します。



参考様式２

Ⅰ　助成対象者の概要

　（１）適切な人・農地プランにおける事業

　　　①人・農地プラン上の位置付け ②中心経営体として位置付けられている人・農地プラン名

該当する経営体の□にチェックを入れること。

　　　③人・農地プランに位置付けられた取組内容

人・農地プランに記載された内容を記載すること。
複数のプランが事業実施に関連する場合は、行を追加し全て記載すること。

　（２）農地中間管理事業における事業

該当する場合は□にチェックを入れること。

（３）（１）及び（２）の農業者の詳細

該当する経営体の□にチェックを入れること。
2．に該当する場合には、（　）内の□にチェックを入れるとともに、共同販売経理を行う予定である場合は開始予定年月を記入すること。
3．に該当する場合は、就農した年齢、就農年月を記入すること。
5．に該当する場合は、（　）内に具体的に記入すること。

　（４）個人情報の取扱い

人・農地プランとの関連を確認するため、本申請に係る情報、又は人・農地プランに記載されている情報を
 関係自治体等に提供することに同意する場合は、□にチェックを入れること。

Ⅱ　配分基準表該当項目

　（１）助成対象者の配分基準

□ 1.中心経営体 □ 2．中心経営体以外
ａ

ｂ

融資主体型補助事業対象経営体調書

No 助成対象者名 住　　　　所
代表者名

（法人等の場合に記載）

(注）

□ 1. 認定農業者 □ 2.
集落営農組織
（□共同販売経理を実施している　□共同販売経理を行う予定である（開始予定年月：平成　　年　　月予定）

(注） (注） 該当するプラン名（若しくは市町村名・地区名）を記載。

②の
関連番号

現状
（○年度）

計画
（○年度） 取組内容

（新規就農・６次産業化・高
付加価値化・複合化等）市町村名 地区名 経営内容 経営規模 経営内容 経営規模

(注）

□ 賃借権の設定等を受けた者

□ 3.
新規就農者
（就農時の年齢　　　　歳、就農した年月（就農：平成　　年　　月）

□ 4. 1、３及び5（個人の場合）の者で組織する団体 □ 5. その他（　　　　　　　　　　　　）

(注）

□
本事業の実施に当たり、本申請に係る個人情報又は人・農地プランに記載されている個人情報（氏名等）について、関係自治体に提供する
ことに同意します。　（同意いただけない場合は、取組内容等が確認ができないため、本事業の実施ができない場合があります。）

（注）

①
経営面積の拡
大

□ (ｱ)
農地中間管理
機構又は4ha以
上面積拡大

□ ②
耕作放棄地の
解消

□ (ｲ)
2ha以上経営
面積拡大

□ (ｳ)
(ｱ)及び(ｲ)に該
当しない経営面
積拡大

⑦
農業経営の法
人化

□ ⑧ 雇用 □
うち融資を受けて
雇用を増加（　名）

□ ⑤
農業経営の複
合化

□ ⑥
経営コスト縮
減

□ ③
農業の６次産
業化

□ ④
農産物の高付
加価値化

45歳までに就農

□ ⑩ 農業者の育成 □
うち給付金（準備型）
研修生数（　名）

□
うち給付金（経営開始型）経
営体数（　名）

□
農の雇用事業活
用

□ ⑨ 新規就農 □

□ ⑪ 女性の取組

(注） １　当該項目については、市町村と相談の上記載すること。
２　「⑧雇用」に関し、融資を受け常時雇用を増加させた場合には、その人数を記載すること。
３　「⑩農業者の育成」に関し、青年就農給付金（準備型）の給付を受けている経営体を受け入れている場合は、研修生数を記載すること。
４　「⑩農業者の育成」に関し、青年就農給付金（経営開始型）の給付を受けている経営体を育成した場合は、独立した経営体数を記載すること。



　（２）⑩に該当する場合の研修生の概要

（１）で⑩を設定する場合は記載すること。

Ⅲ　被災の証明

（注）該当する場合にチェックをいれる。

Ⅳ　園芸施設共済 Ⅴ　消費税及び地方消費税の確定申告の状況

Ⅵ　事業内容等

(注）「担保措置の有無」の欄は、融資のための担保に供する場合、□にチェックを入れること。

農家　・　非農家
研修
期間

平成　年　月　～　平成　年　月

研修生の将来ビジョン
（数年後どのように農業に従
事していくのか（従事させるの
か）。

①　助成対象者の下で、中核的な農業者（従業員・構成員・オペレーター等）として育成・従事
②　独立・自営就農として育成（農地等の確保状況：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
③　その他（具体的に：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

今後の営農予定 　　　年　　月から就農予定

年齢 歳 性別 男　・　女 出身

(注）

全く園芸施設共済に加入している施設がない
簡易課税事業者として申告する又は課税事業者でないことが判明している

（注）園芸施設共済への加入状況について、該当する項目の
□にチェックを入れること。

□ 別途経営局長が定める農業被害に該当

　　Ⅳに掲げる施設に係る園芸施設共済加入の有無 　本事業で助成対象とした整備内容の消費税及び地方消費税の確定申
告の状況について、該当する項目に必ず「１」を記入してください。

□ 園芸施設共済に加入している施設がある
本則の課税事業者として申告することが判明している

□

上記のいずれかに該当するか判明していない

2

共済対象
施設

施設の経
過年数

共済金支払通知
書の関連する棟番

号

1

事業内容
（施設名、規模等）

着工（契約）
(予定)年月日

竣工(予定)
年月日

共済対象施設の状況

No 施工住所
担保措置
の有無

□

3

□

□

資金調達計画（円）
助成率
（％）

園芸施設共済のう
ち特定園芸施設及
び附帯施設の共
済金支払額の合

計額

助成金 自己資金

A Ｃ Ｄ Ｊ＝Ｃ/A Ｋ

1

No 事業費（円） 融資
地方単独事業（補助金分）活用状況

計
Ｅ＝Ｆ＋Ｇ＋Ｈ

都道府県単
独事業

Ｆ

市町村単独
事業
Ｇ

原型復旧
相当事業
費（円）

Ｂ

その他

Ｈ Ｉ

2

3

No
被災施設の建設時における国庫補助事業の活用状況 原形復旧に該当するか否か

（被災施設建設時に国庫補助
利用かつ再建の場合記入）

備考
国庫補助事業

国庫補助事業名

計

□ 該当する □ 該当しない

実施年度

1 □ 該当する 年度

□ 該当しない2 □ 該当する 年度

□ 該当しない3 □ 該当する 年度

　共済金支払通知書の棟番号欄は、農業共済組合又は共済事業を実施する市町村から発行される共済金支払通知書の関連する
棟番号を記載すること。
　農業用機械を導入する場合には、「被災施設の建設時における国庫補助事業の活用状況欄」のうち「実施年度欄」に国庫補
助事業の活用の有無にかかわらず被災前の農業用機械の導入年度を入力すること。

助成金の額は、以下の１又は２で算定した額となること。
１　園芸施設共済の加入対象施設である場合は、①事業費の10分の３に相当する額、②事業費から融資額及び地方負担額を控
除した額、③融資額に、支払共済金に２分の１を乗じて得た額を加えた額、④事業費の２分の１から施設の経過年数に応じて
受け取ることができる支払共済金の最大値を控除した額のうち、いずれか低い額。
２　園芸施設共済の加入対象施設以外の場合は、①事業費の10分の３に相当する額、②事業費から融資額及び地方負担額を控
除して得た額、③融資額のうち、いずれか低い額。

□ 該当する

□ 該当する



Ⅶ　経営体の成果目標

Ⅷ　融資の概要及び追加的信用供与補助事業の活用計画

□ □
□ □

いずれかの□にチェックを入れること。なお、機関保証利用の有無については、融資機関及び農業信用基金協会の審査によって希望

に添えない場合があることに留意すること。

Ⅸ　関連事業の実施状況

　（１）実施の有無 　（２）過去に実施した事業の概要

過去に関連事業を実施している場合は、□にチェックを入れること。

　（３）目標等の達成状況

平成２１年度以降の関連事業の実施状況（予定を含む）を記載すること。
これまでに実施した事業の目標の設定状況及び達成状況を記載すること。（各事業の目標年度に併せて記載すること）
各年度の欄の上段には、事業実施時に設定した計画を記載し、下段には、実績を記載すること。
設定した目標項目について全て記載すること。

項　　目
関連する
事業内容

No.
現状

１年度目
（○年度）

２年度目
（○年度）

目標年度
（3年度目）

整備内容との関連の考え方

②

①

(注） １　２つ以上（新規就農者にあっては１つ以上）の成果目標を設定し、うち必須目標は１つ以上設定すること（新規就農者は除く）。
２　「参考」の「現状」欄については、直近の決算書類等により記載し、それ以降目標年度までの見込みを記載する。

項　　　目
資金調達のうち融資の概要

融資① 融資②

10aあたり生産コスト
参考

（任意）

10aあたり販売価格

10aあたり経営コスト

融資金額（円）

償 還 年 数

金融機関名

融　 資 　名

(注）

□

番号 事業名 実施年度 事業内容

平成　　年　　月　　日

農業信用基金協会に
よる機関保証の利用（注）

追加的信用供与補助事業の活用を希望する 追加的信用供与補助事業の活用を希望する
追加的信用供与補助事業の活用を希望しない 追加的信用供与補助事業の活用を希望しない

融資審査の進捗状況 借入予定 平成　　年　　月　　日 借入予定

現状
１年度目
（○年度）

２年度目
（○年度）

事業費
(千円）

国費
(千円）

３年度目
（○年度）

４年度目
（○年度）

目標年度 備考

（注）

番号 設定している目標項目名

(注）



参考様式３

　融資主体型補助事業実施内容（内訳）

年代
（任意）

保証希望
融資額
(円)

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                                                                                          

（注） １　記入は、１施設を単位とする。

２　整理番号欄のある項目は「融資主体型補助事業整理番号表」を参照の上、該当する番号を記入する。

３　実施済みの場合にあっては、実績又は実績見込みの内容を記入する。

５　事業内容に変更があった場合は、上段に変更前の内容を括弧書きで記載し、下段に変更後の内容を記入する。

事業費

（円）

原型復旧
相当事業費

（円）

経営体の成果目標の設定状況
（目標設定している項目に「1」を記入）

必 須 目 標 選 択 目 標融資（資
金）種類

機関保証活用状況

⑤耕作
放棄地
の解消

⑥農業
経営の
複合化

⑦農業
経営の
法人化

⑧雇用
①経営
面積の
拡大

②農業
の６次
産業化

③農産
物の高
付加価
値化

自己資
金

（円）

助成率

（％）
備考

助成対象者名
(合計は経営体数)

対象者区分 農業者の詳細 整備内容 機械･施設名称及び能力･規模等
※○台、馬力・○条刈り、

○棟○㎡等

助
成
対
象
者
毎
の

整
備
内
容
の
整
理
番
号

整
理
番
号

（確認用）

整
理
番
号

（確認用） 主な作目

整
理
番
号

市町村名 地区名

その他
（円）

④経営
コスト
の縮減

（活用する場合「1」を記入） 追加的信
用供与事
業費

施設の
経過年
数

特定園
芸施設
及び附
帯施設
の時価
現有率

共済金
支払通
知書の
関連す
る棟番

号

本則の
課税事
業者と
して消
費税及
び地方
消費税
の確定
申告を
するこ
とが判
明して
いる場
合は

「1」を
記入

共済対象施設の状況
融資概要

地方単独事業(補助金分)活用状況

整
理
番
号

金融機関

整
理
番
号

(

確
認
用

)

４　備考欄は、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○○円　うち国費○○○円」を、
　同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入する。

地
区
ご
と
の
助
成
対
象
者
の
整
理
番
号

個
人
経
営
の
場
合
の
み

１
０
代
単
位
で
記
載

（

確
認
用
）

助成金
　

（円）

融資額
　

（円）

計

（円）

都道府
県単独
事業

（円）

被害を
受けた
施設

園芸施
設共済
加入の
有無

原形復
旧の有
無

合計

（確認用） 事業名

助成対象者毎の実施内容

国庫補助事業の活用
の有無

（

確
認
用
）

追加的
信用供
与事業
活用の
有無

(千円)

市町村
単独事

業
（円）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

整
理
番
号

（

確
認
用
）

共済対象施設

特定園芸
施設共済
のうち特
定園芸施

設及び附帯
施設の共済
金支払額
の合計

整
理
番
号



○融資主体型補助事業整理番号表

①対象者区分 ③被害を受けた施設等 ⑥整備内容 ⑦金融機関 ⑧融資（資金）種類

番号 区分 番号 施設等名 備考 番号 施設等名 備考 番号 名称 番号 資金名

1 中心経営体 1 ハウス 1 トラクター 1 農協 1 近代化資金

2 中心経営体以外 2 育苗施設 2 コンバイン 2 農協連 2 就農支援資金

3 果樹棚 3 田植機 3 農林中金 3 公庫資金（改良資金）

4 集出荷施設 4 乗用管理機 4 日本公庫 4 公庫資金（スーパーＬ）直貸

5 畜舎（肉用牛） 5 茶複合管理機 5 沖縄公庫 5 公庫資金（スーパーＬ）転貸

②農業者の詳細 6 畜舎（養豚） 6 アタッチメント 6 銀行 6 公庫資金（その他）直貸

番号 区分 7 畜舎（養鶏） 7 ＧＰＳガイダンス 7 信用金庫 7 公庫資金（その他）転貸

1 認定農業者（個別） 8 畜舎（酪農） 8 その他機械 8 信用組合 8 一般資金（プロパー資金）

2 認定農業者（法人） 9 畜舎（その他） 9 ハウス 9 都道府県

3 集落営農組織（任意組織） 10 その他畜産関係施設 10 育苗施設 ⑧過去の実施事業

4 集落営農組織（法人） 11 その他施設等 その他 11 乾燥調製施設 番号 区分

5 認定新規就農者 12 農業用機械 機械 12 果樹棚 1 国庫補助事業を活用している

13 集出荷施設 2 国庫補助事業を活用していない

④園芸施設共済加入の有無 14 農産物加工施設

7 その他 番号 区分 15 直売施設

1 加入している 16 観光農業関連施設

2 加入していない 17 畜舎（肉用牛）

18 畜舎（養豚）

⑤原形復旧の有無 19 畜舎（養鶏）

番号 区分 20 畜舎（酪農）

1 原形復旧に該当する 21 畜舎（その他）

2 原形復旧に該当しない 22 サイロ

23 堆肥施設

24 機械（畜産関係）

25 その他畜産関係施設

26 環境衛生施設

27 ほ場観測施設

28 中継拠点施設

29 その他施設等

30 畦畔除去

31 区画整理

32 暗渠排水

33 明渠排水

34 その他基盤整備

3
農地中間管理機構から賃
借権等の設定を受けた者

生産・流通

6
１、５及び７の者で組織
する団体

加工・直売・交流

畜産・酪農

その他

土地基盤整備

生産・
流通
関係

畜産・
酪農
関係

農業用機械
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